
平成年月日 木曜日 (号外第号)官 報

介
護
保
険
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

平
成
三
十
年
三
月
二
十
二
日

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

政
令
第
五
十
七
号

介
護
保
険
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
百
十
五
条
の
四
十
五
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ

の
政
令
を
制
定
す
る
。

介
護
保
険
法
施
行
令
（
平
成
十
年
政
令
第
四
百
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
七
条
の
十
三
第
四
項
第
一
号
イ
中
「
前
項
第
一
号
イ

に
掲
げ
る
額
に
平
成
三
十
年
度
か
ら
当
該
年
度
ま
で

の
各
年
度
の
七
十
五
歳
以
上
被
保
険
者
数
変
動
率
を
乗
じ
て
」
を「

に
掲
げ
る
額
か
ら

に
掲
げ
る
額
を
控
除
し
て
」

に
改
め
、
同
号
イ
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

前
項
第
一
号
イ

に
掲
げ
る
額
に
平
成
三
十
年
度
か
ら
当
該
年
度
ま
で
の
各
年
度
の
七
十
五
歳
以
上
被
保

険
者
数
変
動
率
を
乗
じ
て
得
た
額

当
該
年
度
の
当
該
市
町
村
の
被
保
険
者
に
対
す
る
法
第
八
条
の
二
第
十
六
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
支
援

に
係
る
保
険
給
付
に
要
す
る
費
用
の
額
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第
三
十
七
条
の
十
三
第
四
項
第
二
号
イ
中
「
平
成
二
十
九
年
度
の
介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総
合
事
業
費
額
及
び

経
過
的
特
定
予
防
給
付
費
額
の
合
算
額
に
平
成
三
十
年
度
か
ら
当
該
年
度
ま
で
の
各
年
度
の
七
十
五
歳
以
上
被
保
険
者

数
変
動
率
を
乗
じ
て
」
を
「

に
掲
げ
る
額
か
ら

に
掲
げ
る
額
を
控
除
し
て
」
に
改
め
、
同
号
イ
に
次
の
よ
う
に
加

え
る
。

平
成
二
十
九
年
度
の
介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総
合
事
業
費
額
及
び
経
過
的
特
定
予
防
給
付
費
額
の
合

算
額
に
平
成
三
十
年
度
か
ら
当
該
年
度
ま
で
の
各
年
度
の
七
十
五
歳
以
上
被
保
険
者
数
変
動
率
を
乗
じ
て
得

た
額前

号
イ

に
掲
げ
る
額

附

則

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

厚
生
労
働
大
臣

加
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勝
信

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三




